
議第１８号議案 

  

   横浜市会委員会条例の一部改正  

  

 横浜市会委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  

   平成２３年３月１８日提出 

  

市会運営委員会 

委員長 松 本   研   

 



横浜市条例（番号） 

横浜市会委員会条例の一部を改正する条例 

横浜市会委員会条例（昭和４３年５月横浜市条例第２８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１号及び第２号を次のように改める。 

(1) 政 策・総務・財政委員会  １２人 

政策局、総務局、財政局、会計室、選挙管理委員会、人事委員会、監査委

員及び議会局の所管に属する事項 

(2) 市 民・文化観光・消防委員会  １１人 

市民局、文化観光局及び消防局の所管に属する事項 

第２条第５号及び第６号を次のように改める。 

(5) 温 暖化対策・環境創造・資源循環委員会  １２人 

温暖化対策統括本部、環境創造局、資源循環局及び農業委員会の所管に属

する事項 

(6) 経 済・港湾委員会  １１人 

経済局及び港湾局の所管に属する事項 

   附  則 

 こ の条例は、平成２３年５月１日から施行する。 

 

   提  案  理  由 

 横 浜市事務分掌条例の一部改正に伴い、横浜市会委員会条例の一部を改正した

いので提案する。 




